
目

次

規

則

○
青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
団
体
経
営

改

善

課
）
…
一

○
青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
水
産
振
興
課
）
…
一

○
青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
防
災
危
機

管

理

課
）
…
二

訓

令

○
青
森
県
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
三

○
青
森
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
青
森
県
青
少
年
行
政
連
絡
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqq（
青
少
年
・

男
女
共
同

参

画

課
）
…
四

○
青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
防
災
危
機

管

理

課
）
…
四

規

則

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
八
号

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
七
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改

め
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
資
金
で
あ
つ
て
森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三

十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
林
業
経
営
者
に
対
し
て
貸
し
付
け
る
も
の
に
つ
い
て

の
第
二
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
十
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
五

年
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
項
の
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
九
号

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
一
月
青
森
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
報
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号
外
第
三
十
一
号

平
成
三
十
一
年

三
月
二
十
九
日

（
金
曜
日
）



青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
号

青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
四
月
青
森
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
に
支
部
長
」
の
下
に
「
、
副
支
部
長
」
を
加
え
、
「
支
部
員
は
」
を
「
副

支
部
長
は
同
表
の
当
該
支
部
の
項
の
構
成
員
の
欄
に
掲
げ
る
地
域
県
民
局
の
地
域
連
携
部
長
を
も
つ

て
充
て
、
支
部
員
は
」
に
、
「
所
属
す
る
出
先
機
関
の
」
を
「
所
属
の
」
に
改
め
、
同
条
中
第
四
項

を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

副
支
部
長
は
、
支
部
長
を
助
け
、
支
部
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
支
部
長
」
の
下
に
「
、
副
支
部
長
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
支
部
員

の
所
属
す
る
出
先
機
関
の
所
掌
事
務
」
を
「
支
部
の
所
管
区
域
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
あ
ら

か
じ
め
支
部
長
が
指
名
す
る
支
部
員
」
を
「
副
支
部
長
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
収
集
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項

の
災
害
に
関
す
る
情
報
以
外
の
」
を
「
支
部
が
収
集
し
た
」
に
改
め
、
「
こ
れ
を
収
集
し
、
」
を
削

り
、
同
項
を
同
条
と
し
、
同
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
支
部
の
事
務
局
）

第
十
三
条

支
部
に
、
支
部
の
事
務
を
統
括
す
る
た
め
、
事
務
局
を
置
く
。

２

事
務
局
に
、
事
務
局
長
そ
の
他
の
職
員
を
置
く
。

３

事
務
局
長
は
支
部
長
が
地
域
県
民
局
の
地
域
連
携
部
の
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
し
、
そ
の
他
の

職
員
は
支
部
長
が
そ
の
所
属
の
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る
も
の
と
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
九
条
、
第
十
一
条
関
係
）

名

称

位

置

所
管
区
域

構

成

員

東
青
地
方
支
部

青
森
市

青
森
市

東
津
軽
郡

東
青
地
域
県
民
局
長

東
青
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
長

東
青
地
域
県
民
局
県
税
部
長

東
青
地
域
県
民
局
環
境
管
理
部
長

東
青
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
長

東
青
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
長

東
青
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
長

東
青
教
育
事
務
所
長

中
南
地
方
支
部

弘
前
市

弘
前
市

黒
石
市

平
川
市

南
津
軽
郡

中
津
軽
郡

中
南
地
域
県
民
局
長

中
南
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
長

中
南
地
域
県
民
局
県
税
部
長

中
南
地
域
県
民
局
環
境
管
理
部
長

中
南
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
長

中
南
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
長

中
南
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
長

中
南
教
育
事
務
所
長

三
八
地
方
支
部

八
戸
市

八
戸
市

三
戸
郡

三
八
地
域
県
民
局
長

三
八
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
長

三
八
地
域
県
民
局
県
税
部
長

三
八
地
域
県
民
局
環
境
管
理
部
長

三
八
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
長

三
八
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
長

三
八
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
長

八
戸
工
業
用
水
道
管
理
事
務
所
長

三
八
教
育
事
務
所
長

西
北
地
方
支
部

五
所
川

原
市

五
所
川
原

市つ
が
る
市

西
津
軽
郡

北
津
軽
郡

西
北
地
域
県
民
局
長

西
北
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
長

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部
長

西
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
長

西
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
長

西
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
長

西
北
教
育
事
務
所
長
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上
北
地
方
支
部

十
和
田

市

十
和
田
市

三
沢
市

上
北
郡

上
北
地
域
県
民
局
長

上
北
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
長

上
北
地
域
県
民
局
県
税
部
長

上
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
長

上
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
長

上
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
長

上
北
教
育
事
務
所
長

下
北
地
方
支
部

む
つ
市

む
つ
市

下
北
郡

下
北
地
域
県
民
局
長

下
北
地
域
県
民
局
地
域
連
携
部
長

下
北
地
域
県
民
局
県
税
部
長

下
北
地
域
県
民
局
環
境
管
理
部
長

下
北
地
域
県
民
局
地
域
健
康
福
祉
部
長

下
北
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
長

下
北
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
長

下
北
教
育
事
務
所
長

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
七
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
特
別
休
暇
の
項
中
「
第
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
八
条
の
三
第
一
項
」
に
、
「
中
学
校

就
学
の
始
期
に
達
す
る
」
を
「
義
務
教
育
終
了
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
一
中
「
中
学
校
就
学
の
始

期
に
達
す
る
」
を
「
義
務
教
育
終
了
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
前
に
使
用
さ
れ
た
改
正
前
の
青
森
県
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職

員
管
理
規
程
別
表
に
規
定
す
る
中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
配
偶
者
の
子
を
含

む
。
）
を
養
育
す
る
職
員
が
、
そ
の
子
の
看
護
（
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
つ
た
そ
の
子

の
世
話
又
は
疾
病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
知
事
が
定
め
る
そ
の
子
の
世
話
を

行
う
こ
と
を
い
う
。
）
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
与
え
ら

れ
る
休
暇
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
青
森
県
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
管
理
規
程
別
表

に
規
定
す
る
義
務
教
育
終
了
ま
で
の
子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
）
を
養
育
す
る
職
員
が
、
そ
の

子
の
看
護
（
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
つ
た
そ
の
子
の
世
話
又
は
疾
病
の
予
防
を
図
る
た

め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
知
事
が
定
め
る
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
の
た
め
勤
務

し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
与
え
ら
れ
る
休
暇
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の

と
み
な
す
。

青
森
県
訓
令
甲
第
八
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

青
森
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
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青
森
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
四
月
青
森
県
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

所
属
長
は
、
当
該
所
属
所
に
係
る
産
業
医
の
業
務
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
、
常
時
職
場

の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、
又
は
備
え
付
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
、
職
員
に
周
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

産
業
医
の
業
務
の
具
体
的
な
内
容

二

産
業
医
に
対
す
る
健
康
相
談
の
申
出
の
方
法

三

産
業
医
に
よ
る
職
員
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
の
方
法

第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
六
十
六
条
の
八
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
六
十
六
条
の
八
の

二
第
一
項
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
定
め
る
」
を
「
掲
げ

る
」
に
改
め
、
「
勧
告
し
」
の
下
に
「
、
若
し
く
は
意
見
を
述
べ
」
を
加
え
、
同
条
中
第
六
項
を
第

十
項
と
し
、
第
五
項
を
第
八
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

９

産
業
医
は
、
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
安
全
衛
生
委
員
会
又
は
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る

衛
生
委
員
会
に
対
し
て
職
員
の
健
康
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
必
要
な
調
査
審
議
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
十
七
条
第
四
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

５

産
業
医
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
勧
告

の
内
容
に
つ
い
て
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
責
任
者
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
、
総
括
衛
生
管
理
者

又
は
所
属
長
の
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

産
業
医
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
職
員
か
ら
収
集

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

産
業
医
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
健
康
を
確
保

す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
職
員
に
対
し
て
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
指
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
九
号

庁

中

一

般

青
森
県
青
少
年
行
政
連
絡
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
青
少
年
行
政
連
絡
会
議
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
青
少
年
行
政
連
絡
会
議
規
程
（
昭
和
五
十
六
年
二
月
青
森
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
商
工
政
策
課
長
」
の
下
に
「
地
域
産
業
課
長
」
を
加
え
、
「
国
際
経
済
課
長
」
を

「
誘
客
交
流
課
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
地
域
課
長
、
少
年
課
長
」
を
「
少
年
女
性
安
全
課
長
、
地
域
課
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
十
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
企
画
政
策
部
の
項
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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国
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会
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